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令和７年１１月審査会だより 
 

  

保険請求時のポイントをお知らせしています。返戻等があることがございます。 

 

 

１．原則として、透析患者における腎性骨異栄養症に対する骨塩定量検査は認めら

れない。 

  

【根拠】透析患者において腎性骨異栄養症は骨粗鬆症のリスクが高いため骨塩定量

検査が行われる場合があるが、骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観

察の際にのみ算定が認められ腎性骨異栄養症に対する算定は病名が不適切なため

認められないと整理した。 

 

 

２．原則として、胆管（左右）に対する胆道ステントセットの使用は２本まで認めら

れる。 

  

【取扱いの根拠】胆管（左右）に対する胆道ステントセットはそれぞれ１本を標準

として使用することが想定されるため２本まで認められると整理した。 

 

３．原則として、「原発性胆汁性胆管炎」のみの病名に対する胃・十二指腸ファイバ

ースコピーの算定は認められない。 

  

【取扱いの根拠】原発性胆汁性胆管炎では、上部消化管病変の合併が疑われなけれ

ば上部消化管内視鏡検査の適応はないと整理した。 
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